
事　業　評　価　シ　ー　ト 児童健康管理事業265101

265101 児童健康管理事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

健康管理の実施

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市立小学校に通う児童の健康

市立小学校に通う児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

毎年定期に学校医による児童の健康診断を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

健康診断受診児童数 6,548 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

学校保健安全法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

健康診断受診児童数

6577 - -23 (決算) 6577 - -100.40 - -

6440 - -24 (予算) - - -98.40 - -

6410 - -25 (計画) - - -97.90 - -

6487 - -26 (計画) - - -99.10 - -

6564 - -27 (計画) - - -100.20 - -

6595 - -28 (計画) - - -100.70 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童健康管理事業265101

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

学校における健康管理及び安全に関し、児童の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施とその効果の確保に資する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

健診日の予備日設定が難しく、風邪等で学校を休んだ児童が診断を受けられない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
校医による児童の健康診断を実施することにより、児童の
健康増進をはかっている。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

学校保健安全法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

13,777 36623 (決算) 795 6,57714,572 2,216

13,767 36624 (予算) 819 6,44014,586 2,265

13,767 36625 (計画) 817 6,49814,584 2,244

13,767 36626 (計画) 815 6,54814,582 2,227

13,767 36627 (計画) 813 6,63814,580 2,196

13,767 36628 (計画) 813 6,63814,580 2,196
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童健康管理事業265101

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 児童健康管理事業265101

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
7
9

児童の健康管理を図り、学校教育の円滑な実施とその確保に努め
る必要がある。 10

7
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
8

学校嘱託医の配置により、学校保健の推進に十分な効果がある。
9
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

学校嘱託医による各種健康診断事業の実施により、児童の健康
増進に有効である。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
7

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

学校における健康管理の観点からも重要な事業である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
B ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

健康管理は、学校教育における重要な部分であり、学校嘱託医による各種健康診断の実施は、必要不
可欠である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生徒健康管理事業265104

265104 生徒健康管理事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

健康管理の実施

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市立中学校に通う生徒

市立中学校に通う生徒

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

毎年定期に学校医による生徒の健康診断を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

健康診断受診生徒数（年間） 3,110 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

学校保険安全法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

健康診断受診生徒数（年間）

3365 - -23 (決算) 3365 - -108.20 - -

3409 - -24 (予算) - - -109.60 - -

3406 - -25 (計画) - - -109.50 - -

3331 - -26 (計画) - - -107.10 - -

3259 - -27 (計画) - - -104.80 - -

3175 - -28 (計画) - - -102.10 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生徒健康管理事業265104

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

学校における健康管理及び安全に関し、生徒の健康増進を図り、学校教育の円滑な実施とその効果の確保に資する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

検診日の予備日設定が難しく、風邪等で学校を休んだ生徒が診断を受けられない。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
　学校医による生徒の健康診断を実施することにより、生
徒の健康増進を図っている。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

学校保険安全法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

7,438 29223 (決算) 635 3,3658,073 2,399

7,459 29224 (予算) 653 3,4098,112 2,380

7,459 29225 (計画) 652 3,2528,111 2,494

7,459 29226 (計画) 650 3,1108,109 2,607

7,459 29227 (計画) 649 3,6328,108 2,232

7,459 29228 (計画) 649 3,6328,108 2,232
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生徒健康管理事業265104

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要がある。

極めて効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

ほぼ適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（10点）

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 生徒健康管理事業265104

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

10
7
9

生徒の健康管理を図り、学校教育の円滑な実施とその確保に努め
る必要がある。 10

7
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
8
8

学校嘱託医の配置により、学校保健の推進に十分な効果がある。
9
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

学校嘱託医による各種健康診断事業の実施により、生徒の健康
増進に有効である。 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
7

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

学校における健康管理の観点からも重要な事業である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
B ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
B ・
A ・

A ・
B ・

B ・

A ・
B ・

A ・
B ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 9A ・8

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

健康管理は、学校教育における重要な部分であり、学校嘱託医による各種健康診断の実施は、必要不
可欠である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

生徒健康管理事業265104640/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 学校教育管理経費265207

265207 学校教育管理経費

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

環境衛生の維持・改善

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

教職員・児童・生徒

児童・生徒

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

教職員人事(市費非常勤職員含む）の任免。
学校図書館司書を派遣するための事務及び配置後の研修等。
児童・生徒の就学事務。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｂ・市民参加

指導方法工夫改善非常勤の人数 34 人

学校図書館司書の人数 17 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

公立義務学校学級編成及び教職員定数標準法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成元年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

指導方法工夫改善非常勤の人
数

学校図書館司書の人数

15 11 -23 (決算) 15 11 -44.10 64.70 -

16 17 -24 (予算) - - -47.10 100.00 -

23 17 -25 (計画) - - -67.60 100.00 -

23 17 -26 (計画) - - -67.60 100.00 -

23 17 -27 (計画) - - -67.60 100.00 -

23 17 -28 (計画) - - -67.60 100.00 -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校教育管理経費265207

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

児童生徒の学習能力向上及び在校児童生徒の衛生・健康管理、学校給食栄養管理を図る。また、県費教職員だけでは
なく市費で教職員を任用することにより、新しい学習指導要領に対応したきめ細やかな教育の推進を目指す。また、学校
図書館司書を全校に配置することにより、読書活動等をとおして座間市の学校教育の重点主題である「豊かな心の育成」
を目指す。

・意図（どういう状態にしたいのか）

教職・養護・栄養士職免許と経験のある非常勤職員及び臨任職員の人材確保のため、県と同じ時間給での任用が不可
欠である。また、県費だけでは不足している教職員を市費で任用することが必要である。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
指導方法工夫改善等非常勤を配置することにより、きめ
細かな指導を行う。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

公立義務学校学級編成及び教職員定数標準法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

53,609 72423 (決算) 1,573 10,50055,182 5,255

59,793 83624 (予算) 1,871 10,50061,664 5,873

59,793 97625 (計画) 2,179 10,50061,972 5,902

59,793 97626 (計画) 2,174 10,50061,967 5,902

59,793 105627 (計画) 2,346 10,50062,139 5,918

59,793 105628 (計画) 2,346 10,50062,139 5,918
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校教育管理経費265207

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（7点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校教育管理経費265207

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
7

学習効果をより高めるための少人数指導等の教員や療休等の代
替教員の配置、確保は必要である。 9

9
7

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

7
9
9

指導方法工夫改善等のための教員確保は比較的行ないやすい
が、短期（２週間未満）の代替教員の確保は人材不足のため、時
間等を要する。

7
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

教育内容の充実を図るために有効である。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

教育方法の改善や担任の不在等を無くすことは必要である。
9
9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
B ・

B ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
A ・
B ・

B ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

より学習効果を高めるため、少人数学級やチームティーチング指導には一定の職員配置が必要である。
今後、効率的な人員配置に努め、より効果が得られるようにする必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食運営管理事業265301

265301 学校給食運営管理事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

給食の施設・設備の充実

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市立小学校に通学する児童に対する給食

市立小学校に通学する児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

児童に、栄養のバランスのとれた食事を提供する。また古い食器を計画的に更新し、使用年数の高い食器類を計画的に
更新していく。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｃ・市民参加

食器類の更新校数（累計） 11 校

生ゴミ処理機の更新校数（累計） 11 校

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

学校給食法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

食器類の更新校数（累計） 生ゴミ処理機の更新校数（累
計）

11 0 -23 (決算) 11 0 -100.00 0.00 -

11 4 -24 (予算) - - -100.00 36.40 -

11 8 -25 (計画) - - -100.00 72.70 -

11 11 -26 (計画) - - -100.00 100.00 -

11 11 -27 (計画) - - -100.00 100.00 -

11 11 -28 (計画) - - -100.00 100.00 -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食運営管理事業265301

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

学校給食を安全に実施するため、古い食器類を計画的に更新し、使用年数の高い食器類を計画的に更新していく。又0
－157等食中毒を防止するため衛生管理の充実を図り、食の安全を確保する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

給食調理業務の民間委託

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
食器類の更新を進め、また、衛生管理の充実を図り、健
康増進・体位の向上・食生活習慣の形成を図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

学校給食法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

115,597 90023 (決算) 1,956 6,635117,553 17,717

129,046 90024 (予算) 2,014 6,517131,060 20,111

137,467 90025 (計画) 2,010 6,493139,477 21,481

138,325 90026 (計画) 2,004 6,548140,329 21,431

140,452 90027 (計画) 2,000 6,638142,452 21,460

140,452 90028 (計画) 2,000 6,638142,452 21,460
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食運営管理事業265301

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

あまり対応していない。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

あまり効率的でない。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ａ（9点）

Ｄ（4点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｄ（4点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食運営管理事業265301

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
4
8

児童の健康増進、正しい食生活習慣の形成を図り、心身の健全な
発達を助長する上で学校給食がその一部を担っていることから、
その必要性は高い｡

9
4
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
4
9

自校方式のため、他市のセンター方式と比較すると効率的に欠け
る。 8

4
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

安全で楽しい学校給食を実施するためには、食器の更新を定期
的に図る必要がある。 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
9

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
6

食生活の変化等により、食器に対する希望も多様化しており、計
画的に更新することが必要である｡ 6

6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
Ｄ ・
B ・

B ・
Ｄ ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

Ｃ ・
Ｃ ・

A ・
Ｄ ・
B ・

B ・
Ｄ ・

A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

Ｃ ・
Ｃ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｄ ・ 6 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

児童の健康増進、体位向上、正しい食生活習慣の形成には有効であるが、その運営について検討され
ていることから、それらを踏まえてさらに効率的な運営を図る必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食施設整備事業265304

265304 学校給食施設整備事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

給食の施設・設備の充実

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市立小学校の給食施設

市立小学校に通学する小学生

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

老朽破損した備品及び施設の改善を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

給食室の修繕校数 11 校

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

学校給食法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５０年代

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

給食室の修繕校数

11 - -23 (決算) 11 - -100.00 - -

11 - -24 (予算) - - -100.00 - -

11 - -25 (計画) - - -100.00 - -

11 - -26 (計画) - - -100.00 - -

11 - -27 (計画) - - -100.00 - -

11 - -28 (計画) - - -100.00 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食施設整備事業265304

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

学校給食を安全に円滑に実施できるようにする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

給食室本体の老朽化や、0－157などの食中毒防止のため、小・中規模の修繕をして行くまた、給食室の建替えを視野に
入れ検討して行く。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
老朽化した給食室を中・小修繕を行い、長期的には、老
朽化した施設の建替えの検討

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

学校給食法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

15,920 65623 (決算) 1,425 6,57717,345 2,637

15,081 65624 (予算) 1,468 6,44016,549 2,570

18,000 65625 (計画) 1,465 6,49819,465 2,996

18,500 65626 (計画) 1,461 6,54819,961 3,048

18,500 65627 (計画) 1,458 6,63819,958 3,007

17,500 65628 (計画) 1,458 6,63818,958 2,856
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食施設整備事業265304

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食施設整備事業265304

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

学校給食の安全な運営をとおして、児童の健全な成長を図るため
施設等の充実が必要である｡ 9

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
7

自校方式やセンター方式等があるが、安全で質の高い学校給食
を維持しながら効率的な運営が必要である｡ 8

9
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

安全性を高め、作業効率を高めるために、計画的に施設改修が
必要である｡ 9

9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

作業効率を高め、労働条件の改善のために施設設備の改善が必
要である｡ 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

安全で質の高い学校給食の継続には、必要不可欠であるが、学校給食調理業務の直営、委託について
の検討部会での調査、検討を踏まえて、効率性、有効性の高い整備を図る必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食備品整備事業265307

265307 学校給食備品整備事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

給食の施設・設備の充実

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

市立小学校の給食備品

市立小学校に通学する児童

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

給食用備品の充実を図る。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｂ・市民参加

熱風消毒保管庫の整備数（累計） 27 基

焼き物機の整備数（累計） 11 台

冷凍庫の整備数（累計） 11 台

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市

学校教育法

事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

熱風消毒保管庫の整備数（累
計）

冷凍庫の整備数（累計）焼き物機の整備数（累計）

26 11 1123 (決算) 26 11 1196.30 100.00 100.00

27 11 1124 (予算) - - -100.00 100.00 100.00

27 11 1125 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

27 11 1126 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

27 11 1127 (計画) - - -100.00 100.00 100.00

27 11 1128 (計画) - - -100.00 100.00 100.00
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食備品整備事業265307

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

学校給食の安全、円滑な運営を図る。

・意図（どういう状態にしたいのか）

小学校が１１校あり、整備していかなければならない備品が多いため整備に時間がかかる。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ａ　（コストを増やして成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
不足している備品を整備し学校給食のより安全な運営を
図る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

学校教育法

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

24,140 34423 (決算) 748 6,57724,888 3,784

24,942 34424 (予算) 770 6,44025,712 3,993

26,241 34425 (計画) 768 6,49827,009 4,157

24,628 34426 (計画) 766 6,54825,394 3,878

24,628 34427 (計画) 764 6,63825,392 3,825

24,628 34428 (計画) 764 6,63825,392 3,825
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食備品整備事業265307

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

極めて効率的である。

十分取り組んでおり改善の余地はまったくない。

極めて高い。

十分得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 学校給食備品整備事業265307

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
9

安全性の確保や作業効率を高めるため、高機能の給食備品の整
備が必要である｡ 9

9
9

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
9
9

備品の更新にあたっては、一層、リース化を図る必要がある｡
8
9
9

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

学校給食用備品の整備にあたっては計画的に行うことにより、円滑
な運営が可能となる｡ 9

8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

安全な学校給食の円滑な運営のため、順次更新を図る必要があ
る｡ 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・
A ・

A ・
B ・

A ・
－

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
A ・

A ・

A ・
B ・

A ・
A ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

食の安全確保、円滑な学校給食の運営には、給食備品の順次更新を図る必要性は高い。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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事　業　評　価　シ　ー　ト 教職員互助会補助事業265404

265404 教職員互助会補助事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

教職員の福利厚生事業の支援

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

教職員

互助会加入者（教職員）

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

教職員の福利厚生事業への補助金交付（人間ドック受診の補助）

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

補助金を受けた互助会加入者の割合 95 ％

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

その他事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和５５年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

補助金を受けた互助会加入者
の割合

87 - -23 (決算) 87.3 - -91.60 - -

90 - -24 (予算) - - -94.70 - -

90 - -25 (計画) - - -94.70 - -

90 - -26 (計画) - - -94.70 - -

90 - -27 (計画) - - -94.70 - -

90 - -28 (計画) - - -94.70 - -
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事　業　評　価　シ　ー　ト 教職員互助会補助事業265404

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

福利厚生の充実を図り、教職員の健康維持に寄与する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

1,001 1423 (決算) 30 5001,031 2,063

1,200 1424 (予算) 31 5001,231 2,463

1,200 1425 (計画) 31 5001,231 2,463

1,200 1426 (計画) 31 5001,231 2,462

1,200 1427 (計画) 31 5001,231 2,462

1,200 1428 (計画) 31 5001,231 2,462

教職員互助会補助事業265404658/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 教職員互助会補助事業265404

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

十分ニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

高い。

得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先的に実施したほうが望ましい。

無視できない影響がある。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｃ（6点）

視点１

視点２

Ｂ（7点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ｃ（6点）

Ｃ（6点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性が低い。Ｂ（7点）

改善する必要性がある。Ｃ（6点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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事　業　評　価　シ　ー　ト 教職員互助会補助事業265404

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

7
7
8

教職員の健康維持、増進のため必要である。
7
7
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

周辺各市と比較しても遜色なく、効率的に運用されている。
8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
6

教職員の福利厚生は欠くことが出来ない。
8
6

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

7
7

7
7

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

6
6

教職員間の相互扶助意識の向上や健康保持には必要な措置で
ある。 6

6

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・
B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

B ・
B ・
B ・

B ・
B ・

B ・

B ・
Ｃ ・

B ・
B ・

Ｃ ・
Ｃ ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 7B ・ 7B ・

内部評価

7

Ｂ
点

平均 B ・ 7B ・7

内部評価

7

Ｂ
点

平均 Ｄ ・ 6 6Ｃ ・

内部評価

6

Ｃ
点

事業評価（内部）： 7B 点 一次評価： 7B 点 二次評価： 7B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

教職員の福利厚生の充実を図ることにより、健康増進や教職員間の融和が図られる目的から実施されて
きたが、今後は多面的な観点から検討する必要性もある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

教職員互助会補助事業265404660/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護児童
援助事業

265501

265501 要保護及び準要保護児童援助事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

保護者の経済的負担軽減

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

小学校児童の保護者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

経済的理由により、就学困難と認められる児童の保護者に対して援助を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

扶助費支給人数 850 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３０年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

扶助費支給人数

916 - -23 (決算) 916 - -107.80 - -

925 - -24 (予算) - - -108.80 - -

895 - -25 (計画) - - -105.30 - -

895 - -26 (計画) - - -105.30 - -

873 - -27 (計画) - - -102.70 - -

880 - -28 (計画) - - -103.50 - -

要保護及び準要保護児童
援助事業

265501661/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護児童
援助事業

265501

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

教育基本法に基づく教育の機会均等を図り、また、学校教育法に基づき児童の保護者の経済的負担を軽減し、義務教
育を円滑に実施する。

・意図（どういう状態にしたいのか）

補助金が減少し、市の財政負担を圧迫している。

・事業実施上の検討課題

成果指標

設定せず成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
学校教育法に基づき児童の保護者の経済的負担を軽減
する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

59,142 40023 (決算) 869 91660,011 65,514

59,093 60024 (予算) 1,343 92560,436 65,336

56,552 60025 (計画) 1,340 89557,892 64,684

56,760 60026 (計画) 1,336 89558,096 64,912

61,282 60027 (計画) 1,333 87362,615 71,724

61,480 60028 (計画) 1,333 88062,813 71,379

要保護及び準要保護児童
援助事業

265501662/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護児童
援助事業

265501

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

要保護及び準要保護児童
援助事業

265501663/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護児童
援助事業

265501

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
8

就学困難な児童の保護者に対する経済的援助は、教育の機会均
等の趣旨から必要である。 9

8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
7

義務教育の円滑な運営を図るための効果がある。
9
9
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

就学の援助、教育の機会均等の観点から非常に有効的である。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

教育の機会均等の確保のための援助であり、優先的に実施する
必要がある。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

就学困難な家庭へ就学援助をすることにより、教育を受ける機会均等に貢献できる施策である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

要保護及び準要保護児童
援助事業

265501664/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504

265504 要保護及び準要保護生徒援助事業

のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

学校保健

保護者の経済的負担軽減

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

中学校生徒の保護者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

経済的理由により、就学困難と認められる中学校生徒の保護者に対して援助を行う。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ｄ・市民参加

扶助費支給人数 570 人

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

学校教育課教育部

市事業主体 補助補助単独 継続新規・継続

平成 23 年度 平成 28 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 昭和３０年代

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

扶助費支給人数

575 - -23 (決算) 575 - -100.90 - -

515 - -24 (予算) - - -90.40 - -

596 - -25 (計画) - - -104.60 - -

597 - -26 (計画) - - -104.70 - -

576 - -27 (計画) - - -101.10 - -

575 - -28 (計画) - - -100.90 - -

要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504665/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504

0

50

100

150

A B C コスト度合

成果度合

 

教育基本法に基づく教育の機会均等を図り、また、学校教育法に基づき生徒の保護者の経済的負担を軽減し、義務教
育の円滑な実施をする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

補助金が減少し、市の財政負担を圧迫している。

・事業実施上の検討課題

成果指標

成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 0

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
学校教育法に基づき生徒の保護者の経済的な負担を軽
減する。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

-23 (決算) --

-24 (予算) --

-25 (計画) --

-26 (計画) --

-27 (計画) --

-28 (計画) --

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

28,466 40023 (決算) 869 59229,335 49,553

33,145 50024 (予算) 1,119 58534,264 58,571

34,716 50025 (計画) 1,117 59635,833 60,122

36,223 50026 (計画) 1,114 59737,337 62,540

37,168 50027 (計画) 1,111 57638,279 66,457

37,151 50028 (計画) 1,111 57538,262 66,543

要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504666/1292 ページ



事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504

○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

十分対応している。

市で実施する必要性が高い。

極めて効果がある。

極めて効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

極めて高く得られている。

限定されていない。

適当である。

優先度が極めて高い。

影響は甚大である。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ｂ（7点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。

要保護及び準要保護生徒
援助事業
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事　業　評　価　シ　ー　ト 要保護及び準要保護生徒
援助事業

265504

（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
8
8

就学困難な生徒の保護者に対する経済的援助は、教育の機会均
等の趣旨から必要である。 9

8
8

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

9
9
7

義務教育の円滑な運営を図るための効果がある。
9
9
7

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

就学の援助、教育の機会均等の観点から非常に有効的である。
9
9

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

9
－

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
9

教育の機会均等の確保のための援助であり、優先的に実施する
必要がある。 9

9

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・
B ・

A ・
A ・

A ・
－

A ・
A ・

A ・
B ・
B ・

A ・
A ・

B ・

A ・
A ・

A ・
A ・

A ・
A ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 A ・ 9A ・9

内部評価

9

A
点

平均 Ｃ ・ 9 9A ・

内部評価

9

A
点

事業評価（内部）： 9A 点 一次評価： 9A 点 二次評価： 9A 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

就学困難な家庭へ就学援助をすることにより、教育を受ける機会均等に貢献できる施策である。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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